
外来化学療法連携充実に関する薬剤部マニュアル 

１）当院薬剤部による外来化学療法服薬指導に関する運用 

① 外来にて新規に S-1 またはゼローダ＠(カペシタビン)が開始となる患者、または当該内服のアドヒアランス

の不安がある患者が対象となる。 

② 対象の患者は薬剤部にて初回開始時等は外来にて服薬指導を行う。 

③ 服薬指導の対象患者情報については前日までに外来から薬剤部へ連絡を行う。 

④ 当院薬剤部による外来化学療法服薬指導では文書管理にある「S-1・カペシタビンを内服される方へ」(以後、

Ａ)と「【特定薬剤管理指導加算 2】服薬情報提供書（トレーシングレポート）」(以後、Ｂ)を使用する。 

⑤ 指導薬剤師は文書管理にあるＡの指導箋を使用し、服薬指導を行い、指導箋はこの際に本人へＡとＢをお渡

しし、Ｂをかかりつけの保険薬局へ提出するように説明する。 

⑥ 薬剤部では保険薬局よりＢにて報告にあった事例の内容に関してはある程度精査し、今後の地区薬剤師会と

の事例検討などに活用する。 

２）保険薬局からの服薬情報提供書の運用 

① 保険薬局ではＢを持参した患者の服薬指導に関しては、服薬状況確認のために、服用開始３日目に患者宅へ

電話にて服薬状況を確認し、Ｂを記載の上、米沢市立病院地域連携室宛にＦＡＸ（0238-22-2624）にて報

告する。 

② Ｂの運用として他には、外来化学療法をしているその他の患者において、主治医に緊急な疑義紹介ではない

報告事項がある場合はＢを記載し、米沢市立病院地域連携室宛にＦＡＸにて報告する。 

③ 地域連携室ではＢの報告があった場合は電子カルテの取り込みファイルとして取り込みを行う。原本は薬剤

部にて保管管理とする。 

2020.9 月 作成 



 

 

 

 


